
【後退くい設置届 写真撮影方法】

【後退くい設置時の注意事項】
■市が支給した後退くいが事前協議した道路後退線を示す位置に適切に打設してください。
■後退くいは隣地との境界を示す杭ではありませんので、隣地境界線付近の後退くいは必ず敷地内に打設してください。

【撮影箇所（方法）について】
※すべての後退くいのＡ～Ｃの位置を撮影してください。
Ａ 全景（メジャー等を当てた状態で道路及び後退用地の状況が写るように撮影）
Ｂ 道路幅員（メジャー等で数値がわかるように道路境界線付近で撮影）
Ｃ 後退幅（メジャー等で数値がわかるように後退くいの設置点付近で撮影）

申 請 建 物

配置図に写真の
撮影方向を記入
してください。
例：①⇨ ⇦②

①⇨ ⇦②Ａ

後退用地内の支障
物を撤去したこと
がわかるように撮
影してください。
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